
 
 
 
肱川水系山鳥坂ダム建設事業環境影響評価準備書の 

縦覧等について 

 

 

 国土交通省四国地方整備局では、愛媛県大洲市で実施してい

る肱川水系山鳥坂ダム建設事業に関して、環境影響評価法（平

成９年法律第８１号）に基づく環境影響評価準備書の縦覧及び説

明会を行い、意見書の提出を求めます。 

 

 

平成１８年１２月７日 

国土交通省四国地方整備局 

山鳥坂ダム工事事務所 

 

 

 

記者発表資料

＜問い合わせ先＞ 

国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所 

   副 所 長    夕部
ゆう べ

 真一
しんいち

  （内線 ２０４） 

   調査設計課長   馬渡
まわたり

 真
しん

吾
ご

   （内線 ３５１） 

ＴＥＬ ０８９３－３４－３０００（代） 

＜同時記者発表＞ 

  別紙の内容で、高松経済記者クラブで四国地方整備局が記者 

発表しております。 



「肱川水系山鳥坂ダム建設事業環境影響評価準備書」 
の縦覧等の実施について 

 

１． 準備書の公告 
   平成１８年１２月８日に官報において公告します。（別紙―１） 
 
２． 準備書等の内容と縦覧方法 
(1) 準備書等の内容 
「準備書」、「準備書要約書」、「パンフレット（準備書のあらまし）」 

(2) 準備書の縦覧方法 
① 下記、「３．(1)縦覧場所」にて縦覧可能です。 
② 山鳥坂ダム工事事務所のホームページでご覧いただけます。 
（ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｓｋｒ.ｍｌｉｔ.ｇｏ.ｊｐ/ｙａｍａｔｏｓａ/） 

③ 山鳥坂ダム工事事務所で、縦覧期間中に「準備書」及び「準備書要約書」の貸出を
行います（最長７日間）。また、電子データ（ＣＤ）での貸出も行います。 

④ 「パンフレット（準備書のあらまし）」は、「３．(1)縦覧場所」で配布いたします。 
 

３． 環境影響評価準備書の縦覧 
(1) 縦覧場所 
国土交通省 四国地方整備局 
 総務部総務課 情報公開室 

高松市サンポート３番３３号 高松サンポート合同庁舎 

国土交通省 四国地方整備局 
 山鳥坂ダム工事事務所 

愛媛県大洲市肱川町予子林６番地４ 

愛媛県 本庁舎  松山市一番町４丁目４番地２号 

大洲市役所 本庁舎  愛媛県大洲市大洲６９０番地の１ 

大洲市役所 長浜支所  愛媛県大洲市長浜甲４８０番地の３ 

大洲市役所 肱川支所  愛媛県大洲市肱川町山鳥坂７４番地 

大洲市役所 河辺支所  愛媛県大洲市河辺町植松５４８番地 

西予市役所 本庁舎  愛媛県西予市宇和町卯之町３丁目４３４番地１ 

西予市役所 野村総合支所  愛媛県西予市野村町野村１２号６１９番地 

西予市役所 城川総合支所  愛媛県西予市城川町下相９４５番地 

 

(2) 縦覧期間 
平成１８年１２月８日（金）～平成１９年１月１５日（月） 

  （土曜日、日曜日、祝祭日及び１２月２９日～１月３日までを除く） 

 

(3) 縦覧時間 
午前８時３０分から午後５時００分まで(１２時から１３時までを除く) 

 

(4) 貸出について（山鳥坂ダム工事事務所のみ対応） 
上記２．のとおり、山鳥坂ダム工事事務所では、縦覧期間中に「準備書」及び「準備書要約書」



の貸出を行います（最長７日間）。 数に限りがあるため、状況によってはお待ちいただく場合があり

ますのでご了承下さい。また、電子データ（ＣＤ）での貸出も行います。 

なお、貸出には本人であることを確認できるものが必要です。 

 

４． 説明会の開催 
○ 平成１８年１２月１７日（日） 午後１時３０分開場（午後２時～午後４時３０分） 

     大洲市肱川公民館 ３階会議室（約100席）、大洲市肱川町山鳥坂７３番地 

○ 平成１８年１２月１９日（火） 午後１時３０分開場（午後２時～午後４時３０分） 

      リジェール大洲 ２階クリスタルホール（約250席）、大洲市東大洲１５８２番地 

※ 会場の場所については、会場案内図（別紙―２）のとおり。 

※ 当日参加される方は、「説明会参加要領（別紙―３）」をご確認下さい。 

※ 事前の申し込みは必要ありませんが、席に限りがありますので先着順での入場とさせていただき

ます。 

※ また、両会場とも駐車場はありますが、数に限りがあるため、なるべく乗り合わせでのご来場をお

願いします。 

 

５． 意見書の提出 
（１） 提出期間 

平成１８年１２月８日（金）～平成１９年１月２９日（月） 

（２） 提出方法 

持参又は郵送のみとします。提出期間内の消印があるもののみ有効ですので、余裕をもってお

出し下さい。また、E-mail、FAXでは受け付けておりませんので、あらかじめご了承下さい。 

（３） 提出先 

国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 調査設計課宛 

〒797-1505 大洲市肱川町予子林６番地４ 

※持参の場合は、平日の午前８時３０分～午後５時に事務所総務課受付へお願いします。 

（４） 記載事項 

① 氏名及び住所（法人その他団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所

の所在地） 

② 提出の対象である準備書の名称 

③ 準備書について環境の保全の見知からの意見（日本語により、意見の理由も含めて記載

して下さい。） 

④ なお、別紙「意見書の記載事項について（別紙―４）」をご参考にしてください。 

 

【問い合わせ先】 
国土交通省 四国地方整備局 山鳥坂ダム工事事務所 調査設計課 
TEL：０８９３-３４-３０００（代表） 
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環境影響評価準備書説明会　会場案内図

別紙ー２

大洲市肱川公民館
大洲市肱川町山鳥坂73番地
TEL:0893-34-2307

説明会会場
（肱川公民館）

駐車場出入口

駐
車
場

肱川中学校



環境影響評価準備書説明会　会場案内図

別紙ー２

説明会会場
（リジェール大洲）

リジェール大洲
大洲市東大洲1582番地
TEL:0893-25-2300



別紙ー３

「山鳥坂ダム環境影響評価準備書」説明会参加要領

国土交通省四国地方整備局

（趣 旨）
説明会は、環境影響評価法第１７条に基づき、山鳥坂ダム環境影響評価準備
書（以下「準備書」という）の内容を周知することを目的として開催するもの
です。
この要領は、説明会を円滑に進めるため、必要な事項を定めたものです。

（説明会）
１）説明会に参加される方は、会議場に入室する前に受付において「参加者受
付簿」に必要事項を記入し、「参加者」と記載されたプレートを着用して下
さい。

２）多くの方に参加いただけるよう席の確保に努めますが、会場の都合により
満席となった場合は、入室をお断りすることがありますので、ご了承下さい。

３）説明会における御質問につきましては、できるだけ多くの方にお答えする
ため、次のことを御了承下さい。
①質問は準備書の内容に関するものに限らせていただきます。
②質問者が多数おられる場合には、発言回数を制限させていただく場合があ
ります。
③お答えに長時間を要する事項等に関する質問につきましては、後日お答え
させていただく場合があります。

４）説明会の円滑な進行のため、参加者は会議場内において次の事項を遵守し
て下さい。
① 携帯電話は、電源を切るかマナーモードにし、使用しないで下さい。
② 司会者の指示に基づかない発言、私語などをしないで下さい。
③ ヤジ、拍手などをしないで下さい。
④ プラカード、はちまき、腕章の類をしないで下さい。
⑤ みだりに会場内を動き回らないで下さい。
⑥ 会場内でビラ等を配布しないで下さい。
⑦ 前号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱したり進行の妨げとなるよう
な行為はしないで下さい。

５）事務局は、説明会参加者が上記に掲げる事項を遵守しない場合は、参加者
に退室をお願いすることがありますのでご了承下さい。

６）以上のほか、参加者は事務局の指示に従ってください。



別紙―４

意見書の記載事項について 
 
意見書には、次の事項を記載して下さい。 
 
 ･意見書を提出しようとする方の氏名、住所(法人その他の団体の場合には、その名称、代表 
  者の氏名、主たる事業所の所在地) 
・意見書の提出の対象である準備書の名称 
  ｢肱川水系山鳥坂ダム建設事業の環境影響評価準備書｣ 
 ･準備書についての環境の保全の見地からの意見 
  なお、意見は日本語により、意見の理由を含めて記載して下さい。 
 
※意見書の様式は決まったものはありませんが、下の様式例を参考にして下さい。 
 

意見書様式例 

準備書についての意見書
                                   
 
１．準備書の名称  肱川水系山鳥坂ダム建設事業の環境影響評価準備書 
 

２．環境影響評価準備書について環境の保全の見地からの意見 
  (意見) 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○。 

(意見の理由) 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

３.住所･氏名※ 
 

   住所 〒○○○－○○○○愛媛県○○郡○○町○○番地 

      

   氏名 ○○○○ 

 

 

※法人その他の団体の場合には、その名称、代表者の氏名、主たる事業所の所在地を記入してください。  




